
 

河南町広告入り窓口封筒無償提供者募集要項 
 

河南町では、来庁者が窓口で受け取った証明書等を入れる広告入り窓口封筒とそのパンフレットスタンド

を無償提供していただける企業等及び個人を次のとおり募集します。 

 

○ 募集内容 

＜窓口封筒＞ 

Ａ 角形２号、又はＡ４サイズ対応封筒（ふたなし可） ２万４千枚 （12,000枚／１年間） 

Ｂ 角形６号、又はＡ５サイズ対応封筒（ふたなし可） ８千枚 （ 4,000枚／１年間） 

   ※枚数については２年間の使用予定枚数であり、調整させていただく場合があります。 

（１） 広告の内容と掲載面積等 

ア 広告の内容 

「河南町広告掲載要綱」と「河南町広告掲載基準」に基づきます。 

イ 広告面積等 

広告の掲載面積及び掲載位置は、別添「掲載が必要な字句などの一覧」を参照に、広告スペー

スは表面・裏面それぞれ１／３までとすること。また、広告スペース以外を使用し、「掲載が必要な字

句等の一覧」により指定した業務用表示を必ず掲載すること（「町章」及び「河南町のカナちゃん」の

デザイン以外のデザイン・レイアウトの変更は可、「町章」及び「河南町のカナちゃん」のデザインに

ついては別紙参照）。 

ウ 使用場所 

本町及び大宝連絡所の証明書発行窓口等に設置し、必要に応じて来庁者が自由に利用しま

す。 

エ 封筒の色及び材質等 

封筒の色は及び材質等は応募者のデザイン提案とします。 

＜パンフレットスタンド＞ 

窓口封筒Ａ及びＢがともに各５０枚程度入る縦型の卓上スタンド（広告掲載不可） ８台 

○ 無償提供の期間 

令和８年１１月１日から令和１０年１０月３１日までの２年間 

※期間内に提供された封筒の在庫数が終了した場合は、その時点までとします。 

 

○ 納入方法 

窓口封筒Ａ及びＢの種別ごとに梱包し、河南町役場住民部住民生活課へ納入してください。 

なお、納入にあたっては年間スケジュールを作成のうえ、年４回に分けて納入してください。 

○ 応募資格 

  企業等又は個人で、次の各項のいずれも満たしていること。 

（１） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこと。 

（２） 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始又は民事再生法（平成１１年法律第２

２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（３） 河南町が行う契約からの暴力団等排除に関する措置要綱に基づく入札等排除措置を受けていな

いこと。 

（４） 本町に納付すべき町税の滞納がないこと。 



 

○ 提出書類（返却不可） 

１ 河南町広告入り窓口封筒無償提供申込書（様式第１号） 

  添付書類 

（１） 事業提案書（様式第２号） 

（２） 会社案内等（会社の概要など事業や業務の内容がわかるもの） 

（３） 同意書（様式第３号） ※広告主が河南町の住民又は法人の場合。 

（４） 封筒見本（各３枚提出）、製作実績のない場合は、広告案、事業計画等の広告掲載に係る書類。 

※ この見本は選考の際に使用します。 

※ 町が指示した業務用表示、広告スペース（塗りつぶしで、アタリのみで可）、その他必要な表示

をデザインした実物大の見本を、それぞれ３枚ずつ提出すること。 

※ 印刷色は、カラー、モノクロ、２色刷りなどいずれでも結構です。見本の刷り色も提案内容と合わ

せてください。 

※ 雑然とせず、窓口封筒であることや交付事務の問い合わせ先が認識しやすいデザインとしてく

ださい。 

※ デザインコンセプトなど書面にまとめたものを添付してもかまいません。 

○ 応募締切、場所及び方法 

１ 応募期間 令和８年７月２１日（火）【必着】 

２ 提出場所 

〒585-8585大阪府南河内郡河南町大字白木１３５９番地の６ 河南町役場 すこやか生活部 住民生活課 

３ 提出方法 

持参又は郵送 

＊ ファックスやメールによる提出は受理しません。 

＊ 提出された書類はいずれも返却いたしません。 

（１） 持参の場合 

 土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日を除く９時から１７時３０分まで。 

（２） 郵送の場合 

 一般書留又は簡易書留のいずれかの方法で送ってください。 

 締切日を過ぎて到着したものは失格とさせていただきます。 

○ 選定方法等 

選定にあたっては、提案内容、過去の実績等を総合的に評価し、１事業者を選定します。 

＊ 結果は、応募者すべてに通知します。 

＊ 審査の経緯は公表しません。 

＊ 審査結果に対しての異議申し立ては受け付けません。 

○ 注意事項 

窓口封筒の制作上の遵守事項及び問題発生時の対応などについては、「河南町広告掲載要綱」、「河

南町広告掲載基準」及び「河南町広告入り窓口封筒に関する取扱要領」を確認してください。 

 

＜お問い合わせ先＞ 

     河南町役場 すこやか生活部 住民生活課 

     T Ｅ Ｌ：０７２１－９３－２５００（内線１２４） 

     E-ｍａｉｌ：jyumin@town.kanan.osaka.jp 

mailto:jyumin@town.kanan.osaka.jp


 

 掲載が必要な字句などの一覧 

広告スペース 広告スペース 



 

○原図（縮小は可能ですが、縦横比はそのままでご使用ください。） 

 

「町章」 

全体は日章をかたどり、町名「カ・ナ・ン」の文字を図案化し、内部の 4 つの空白は、

旧村（石川村、白木村、河内村、中村・この 4つの村が昭和 31年 9月 30日に合併し

て河南町になった）が 1 つの輪（和）に包まれ、旭日の昇がごとく、町がいよいよ発展

する意義を含めています（昭和 32年 1月 10日、一般から公募してこの作品に決まり

ました）。 

  

 

 

「河南町のカナちゃん」 

 

 

 

河南町のカナちゃん 

河南町のカナちゃんは古墳時代の河南町からやって

きました。カナちゃんの頭は、全国的にも珍しい大小の

二つの円丘をあわせた双円墳である史跡「金山古墳」

をイメージしています。町の歴史から生まれたこのカナ

ちゃんをどんどん使って、河南町をアピールしていきま

す。 

 

※イラストの近傍に「河南町のカナちゃん」の名称を必

ず示してください。 


